
大規模災害からの復興に関する法律案の概要

東日本大震災の教訓と課題を踏まえた復興の枠組みの創設

東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、緊急を要するものについて措置した昨年６月の災害対策基本法の改正法の
附則及び附帯決議で、引き続き検討すべきとされた復興の枠組みについて、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の最終
報告（同年７月）も踏まえ、あらかじめ法的に用意するもの。

背 景

法律案の概要法律案の概要

復興に関する組織等１１

● 復興対策本部の設置

内閣総理大臣は、大規模災害が発生した場合におい
て、復興を推進するために特別の必要があると認める
ときは、内閣府に復興対策本部を設置することができ
るものとすること。

● 復興基本方針の策定

政府は、当該災害からの復興のための施策に関する
基本的な方針を定めるものとすること。

災害復旧事業に係る工事の国等による代行４４

● 大規模災害による被害を受けた地方公共団体を補完するため
要請に基づいて、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害
復旧事業について国等が代行できるものとすること。

復興計画等における特別の措置３

● 復興計画に関する協議会を設けて、そこでの協議等を経た
復興計画を公表することで、土地利用基本計画の変更等を
ワンストップで処理できるものとすること。

● 復興計画に記載された復興整備事業について、許認可等を
緩和する特例を設けること。

● 復興の拠点となる市街地を整備するため一団地の復興拠点
市街地形成施設に関する都市計画を設けること。

● 大規模災害を受けた市町村等からの要請により都道府県等が
都市計画の決定等を代行できるものとすること。等

その他５５

● 国は、大規模災害が発生した場合、特別の必要があると
認めるときは、別に法律で定めるところにより、復興のため
の財政上の措置等を速やかに講ずるものとすること。等

復興計画の作成等２２

● 大規模災害を受けた市町村が、土地利用の再編など
による円滑かつ迅速な復興を図るため、政府の復興
基本方針等に即して、復興計画を作成できるものと
すること。

● 大規模災害を受けた都道府県が、復興基本方針に
即して、都道府県復興方針を定めることができるもの
とすること。

参考資料２


